
大田区障がい者実態調査における視覚障がいのある方への回答支援について 

 

○対象者 

 大田区障がい者実態調査の調査対象者（無作為抽出）となった視覚障がいがあ

る方のうち、点字調査票や介助者による回答が難しい方。 

 

〇実施方法 

・区施設会場において区職員が調査票にそって聞き取りを行う。 

・希望される方は事前予約のうえ、調査票を持参のうえ会場にお越しいただく。 

・回答後はその場で調査票を回収する。 

 

〇実施回数、会場 

・令和７年 11 月 17 日(月)９時から 16 時 消費者生活センター  

・令和７年 11 月 26 日(水)９時から 16 時 障がい者総合サポートセンター 

 

〇その他 

・回答支援は事前予約制とし、希望者には障害福祉課へ電話又はメールでご連絡 

いただく（先着順）。 

・視覚障がいの方も含めた、回答支援・相談は随時、障害福祉課窓口で行う 

議事録別紙 


